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特別支援学校における進路指導・職業教育の充実は、個々の子どもの実態把握や教

育課程上の位置づけの明確化のもと、系統性のある指導により実現される。この実現

のためには、各部や専攻科等の教員同士の協力・協働といった「校内連携」、地域を含

めた「関係諸機関との連携」、進路先での定着と生活の維持・向上のための「卒業後の

支援」、生活の中心の場であり障害のある生徒の身近な支えとなる「保護者（家族）へ

の支援」が連動し、障害特性や各校の地域性に応じた実践と創意工夫をもって進めら

れることが必要不可欠である。 

本稿における特別支援学校高等部（専攻科）における進路指導・職業教育支援プロ

グラムとは、進路指導・職業教育を支える上記４つの柱に関わる理念と障害特性や各

特別支援学校の地域性に基づいて考案された教材や支援ツール等の活用の総称と定義

する。 

 

 

図４－１－１に、進路指導・職業教育支援プログラムの概念図を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１－１ 進路指導・職業教育支援プログラムの概念図 

 

 

次節では、研究協力機関等 6 校の実践事例や学校で活用されている支援ツールを踏

まえて、「校内連携」、「関係諸機関との連携」、「卒業後の支援」、「保護者（家族）支援」

のそれぞれの取組において重視あるいは留意すべき事項について具体的に言及する。 

 

（原田 公人） 

進路指導・職業教育の充実 

校内連携 関係諸機関との連携 

卒業後の支援 保護者（家族）への支援 

支援ツール 

地域性 

障害特性
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第２節 校内連携 

 

国立特別支援教育総合研究所(2011a)の調査では、進路主担当者の経験年数は約半数の

51％が５年未満であり、47％が学級担任や教科担当をもたずに進路指導主事等を担当する

分業体制の中で進路指導を担っていた。 

同調査では、①進路指導・職業教育担当者から見て重要と思われる校内連携の対象、②進

路指導・職業教育担当者が主催する会議の中で重要と思われる検討事項、③校内連携を円滑

に進めるための工夫について尋ねた。連携の対象としては、「担任との連携」が 89％で最も

重要な対象とされ、続いて「学部内の連携」が 62％、続いてそれほど多くはないが「他学

部との連携」が 15％、「各科（専攻科、普通科、職業学科）との連携」が 7％、「寄宿舎や他

部門との連携」が 2％という結果が得られた。連携の重要事項としては、「生徒についての

情報共有」が 54％で最も多く、続いて、「生徒の進路選択」が 44％、「関連諸機関について

の情報共有」が 43％、さらに、「指導方針の明確化」が 24％であった。また、校内連携を

円滑に進めるための工夫については、「日常的な進路に関する情報発信と情報共有」に関す

る内容が最も多く挙げられ、続いて、「定期的な進路担当者会議、校内支援会議の開催」に

関する内容、さらに「職員の研修会の実施」や「進路指導者の専門性の向上」、「進路指導マ

ニュアルづくりと周知」等が挙げられた。 

このことから、学級担任や学部等、学校全体への周知を含む校内における連携を図るため

には、情報共有や情報発信、会議の運営、マニュアル作り等をいかに進めるかが課題となっ

ている。 

 校内連携の課題としては、以下の点が挙げられる。まず、進路指導主担当者とその他の学

年担当者との連携、進路指導担当者と学級担任の連携である。具体的には、進路指導主事と

学年担当者の連携ができておらず主担当者の個人の力に任されている、進路指導の業務が進

路指導部として立ち上がり分割したことで、担任との情報や方針のやり取りが難しくなった

（国立特別支援教育総合研究所,2011b）等が挙げられる。これらの課題を解決するために、

学級担任を中心として進路指導を行うといった校内組織の改編に取り組んでいる例もある

（国立特別支援教育総合研究所,2011b）。また、進路指導に対する全校的な理解啓発の課題

として、学部によって進路指導に対する意識に差がある傾向が示されている。さらに、進路

指導担当者の専門性の向上及び業務内容の継承の課題である。進路指導担当者の業務が多岐

に渡る一方で、担当者が異動のため専門性や地域に根ざした取組が十分に保証され難いこと

が挙げられる。 

 

１．組織的な進路指導・職業教育の推進 

 国立特別支援教育総合研究所（2009）の調査によれば、多くの特別支援学校では、移行

支援会議等の進路指導に関する会議が設けられていた。また、移行支援会議の構成員として

は、進路指導・職業教育の担当者と学級担任が参画している割合が高いものの、管理職の参

画の割合は全体的に高くないことが示された。また、移行支援会議の実施状況については、
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必ずしも定期的な実施ではない状況が示された。 

森脇（2011）は、特別支援学校の進路指導は、特定の進路指導主事の経験と専門性や、企

業との関係性にその効果を期待してきたこともあったが、現在は進路指導主事の個人的力量

のみに依存しない学校としての進路指導システムと専門性の構築が重要課題であると述べ

ている。校内組織に進路指導を位置づけ、円滑に機能させるためには、コーディネーターや

専任の担当者を配置することが考えられる。そして、これらのコーディネーターや専任の担

当者が、移行支援会議の調整役として活躍し、進路指導・職業教育に関しての校内連携のキ

ーパーソンとなることが期待される。 

 

２．一貫性、系統性のある指導計画 

進路指導・職業教育の担当者は、進路指導の全体計画を作成し、それに基づいて様々な方

策を講じる必要がある。進路指導計画を作成することによって、学校が行う進路指導につい

て教員間の共通理解を図ることができ、進路指導を効果的に進められることができると考え

られる。 

進路指導計画の構成と内容は、①学校としての進路指導の目標、②年度における指導の重

点や基本方針、③各学部における指導の重点、指導方針、④具体的な指導内容、⑤全体計画

実施の基盤や配慮事項等が挙げられる（表４－２－１）。このように、学校全体の進路指導

の方針や、小学部から高等部までの指導内容や連結する学部との関係についての全体計画が

必要である。 
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表４－２－１ 進路指導計画の構成と内容 

 

（千葉県立千葉特別支援学校） 

 

また、各学部の進路指導計画では、「指導の重点」の項目が生徒、保護者、教職員、関係

諸機関に分ける等の工夫をし、それぞれに対する具体的な取組をすることが重要である。各

学部の進路指導計画の検討を通して、指導の一貫性や系統性を図ることが求められる（表４

－２－２）。 

 

２　具体的実施内容

１　各学部進路指導計画（児童・生徒支援）

（１）児童・生徒の将来を見通して、学部ごと、それぞれの段階での指導の重点の明確化

（４）小学部、中学部での進路希望調査の実施

２　個別移行支援計画（児童・生徒支援）

（１）学部間移行支援計画の立案、検討、実施

（２）関係諸機関とのネットワークを活かした個別移行支援計画の作成、引継ぎ計画の立案、検討、実施

３　職業教育（児童・生徒支援）

（１）教科・領域「職業教育」分掌との連絡、調整と職業教育についての発信

４　保護者、教員への研修、情報提供の充実（家庭支援）

（４）労働、福祉、関係諸機関等、進路についての理解を深めるための各学部の保護者会の実施、職員への情報提供

５　家庭、関係諸機関とネットワークを活かした進路指導の実践（地域支援・家庭支援）

（２）ネーター（○○）、就労支援コーディネーター（○○）との密な情報交換の継続的な実施

（２）進路に関する児童・生徒や保護者の要望や思いをとらえ、確認し、学校と家庭が一緒に卒業後の進路について考

　　　えていけるような家庭訪問、面談等の実施や、日々の丁寧な提示

（３）保護者が卒業後の生活について理解が深められるような、ＰＴＡ研修部との協働、施設・職場見学などの呼びかけ

（３）と実施

（１）児童・生徒のニーズに合わせた進路指導のための、居住地の福祉事務所、相談支援機関、福祉施設、労働機関と

（１）の密な情報交換の実施

（２）日中活動、生活面の両面の充実を目指し、センター的機能コーディネーター（○○）、特別支援教育コーディ

（２）卒業後の生活にふれる機会を設け、自分の進路について考えていくため、他学部の体験、企業・施設等の見学、体

（２）験の充実

（３）進路学習、現場実習、外部研修などを通し、自己理解の深長と、希望する進路に向けて努力する態度の育成

（１）掲示コーナーの整備と新しい制度、施設などの情報提供

（１）より効果的な情報提供を目指した「進路だより」の発行や、関係諸機関との協議会等の報告、研修等の呼びかけ
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（東京都立あきる野学園） 

図４－２－３ 進路だよりの一例 

 

進路指導・職業教育の担当者間の連携には、まず進路選択の考え方や進め方について全職員に

周知すること（図４－２－４）、また、担当者間で子どもに関する情報共有し、指導の方針を確

認することが大切である。 

 

（大阪府立だいせん聴覚高等支援学校） 

図４－２－４ 進路選択の考え方 

 

Ｑ：あきる野市、日の出町以外の人は、利用できるのか？ 

Ａ：市町村にこういうところを使いたいと伝えてもらえばよい。 

 

 進 路 だ よ り 
 

  １１月に入り、ふたば祭に向けて、いよいよ練習も具体的に進んでいます。今年のふたば祭でも、生徒の日頃の学習の

成果を見られることを期待しています。 

さて、第５号の進路だよりでは、１０月２７日に行われた、生活支援機関との懇談会の様子を報告させて頂きます。大勢

の保護者、事業所の職員の方、地域の方々が参加され、充実した話し合いを行うことが出来ました。学校としても知って

おきたいことばかりでした。まとめてみましたので、是非、参考になさって下さい。また、ご多忙中にも関わらず、本校にお

越しいただき、様々な疑問、質問等に快く答えて頂いた事業所の皆様に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都立あきる野学園 

平成 23 年１１月１６日 

進路指導部 No.５ 

わいわいクラブ   ～日中一時支援事業について～ 

今今回回ののテテーーママ  『『利利用用のの仕仕方方とと工工夫夫ししてていいるる点点』』  

① 移動支援やショートステイを利用できるまでの手順 

② 利用の仕方 

①手続き（手順） 

� 日中一時支援は、市町村の窓口へ行き、使いたい旨を伝え、支給決定させてもらったら、契約し利用を開始。 

� あきる野市、日の出市のみの契約。中３までが対象。 

� 料金は、１割負担でおやつ代が５００円。前月の２０日前後までに翌月の依頼を受付。 

� 申し込み先は「あすく」で藤間様が担当。 

②活動について 

� 草花小学校とあきる野学園に子供を迎えに行き、おやつを作ったり、近くの神社や公園へ行って、遊んで帰ってくる。

利用依頼をもらっている時間に保護者に迎えにきてもらう。 

� 夏休みは、試しで午前と午後で分けて行ってみた。冬休みはお昼をとれる形で行えたらよいと考えている 

� 食事は、各自準備。職員は、１０名で、ＰＭ２：００～６：００（月～金、祝日を除く） 

今回参加して頂いた事業者 

わいわいクラブ 

ほのか２ 

悠優ヘルパーセンター 

ひかり 

夢の里 

サポートセンターにしたま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分自身を知り、自分の将来を考えよう 

・能力（知力、体力、運動神経） 

・学力（専門教科と普通教科の分野に分けて）

・性格や適性 

親と話し合い、親の意見を聞こう

・親のアドバイス（親の経験） 

・親からの精神的バックアップ 

・資金面のバックアップ 

自分を調べてみよう 

“自らの調査と研究”

学校での懇談会等 

 第１回進路希望調査 

    ↓ 

 担任・キャリア教育部の先生との懇談

    ↓ 

 第２回進路希望調査 

専 攻 科 

目的はなにか。２年後に就く

職業に必要な資質と技能習

得を目的とした実務教育の

場である。 

就 職 

社会に出て、企業の一員とし

て、自分の能力、学力をすぐ

に活かし自分に生きがいを

感じさせられる仕事は何だ

ろうか。

大 学 進 学 

目的はなにか。４年間中途半

端に学ぶ場ではない。将来就

く職業に必要な高度な学識

を身につけるための学術研

究の場である。 

 志望企業の決定  学科の決定  受験する大学・学部の決定

 志望大学・学部の選択

大学情報 

４年制か短大か 

推薦入学か 

一般入学か 

受検科目 

入学金 等 

情 報 

卒業後の就職先の

取得できる資格、

試験の内容 

 求人情報 

 

親や先生の

アドバイス

 

能力･学力 

性格･適性 

 民間企業 

 公務員 

 

自分の学力と

難易度

 自分の将来

 

自分の

考えて

いる 

就職先

 決 意 

資 金 
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子どもの進路に関する情報を共有するツールとしては、「個別の指導計画（図４－２－５）」や

「個別の教育支援計画」あるいは「個別の移行支援計画」がある。（国立特別支援教育総合研究

所（2011)では、92％の学校が「個別の移行支援計画」もしくは「個別の教育支援計画」を作成

していると報告されており、これらの一層の活用が求められる。 

 

 

（神奈川県立平塚盲学校） 

図４－２－５ 高等部本科普通科における個別の指導計画の一例 

 

また、「個別の教育支援計画」あるいは「個別の移行支援計画」や「個別の指導計画」の作成

においては、進路指導の経過や面談の記録、求職登録関係の資料等の収集も必要である。こ

れらの資料は、進路指導の経過や学年末の引き継ぎ資料としても重要となる（図４－２－６）。 

 

（千葉県立千葉特別支援学校） 

図４－２－６ 学年末の進路に関する引き継ぎ資料 

平成  年度  前・後 期  高等部本科普通科 第  学年 氏名 

教科・指導者 単元・内容 目標（年間・短期） 指導の留意点 評価 

 

 

     

 

 

     

実習先 実習期間

特記事項（上記以外に保護者から話しのあったこととその対応）

特記事項（評価表などに載らない内容）

希望実習先・体験先

作成者氏名

面

談

の

記

録

年　　月　　日　～　　　月　　　日

今後の方向性（成果・課題）

実

習

の

記

録

生徒氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担任のコメント

希望の理由

実習先決定の経緯
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４．担当者による進路指導・職業教育の手引きやマニュアルの作成 

 進路指導の分業化や担当者の異動による担当者の交代が進む中で、専門性の維持や継承

が課題となっている（国立特別支援教育総合研究所,2009）。このような状況に対応する

ために、進路指導の手引きや進路指導のマニュアルが有効である。手引きやマニュアルに

示される項目としては、進路指導の考え方、年間指導計画、卒業後の進路・支援機関、福

祉制度、就労関係制度、産業現場等における実習、進路先決定支援（高等部の進路指導、

３年間の流れ、進路決定までの流れ、職場開拓電話マニュアル、実習事前面接・巡回マニ

ュアル）等がある。また、これらの手引きは保護者にも配布し、学校と保護者との共通理

解のためのツールとして活用することが期待される。 

手引きやマニュアルには、進路指導の経験が少ない担当者に対して、例えば職場実習等

の巡回指導の際に留意すべき事項についてまとめた資料を準備しておくことも有効である

（図４－２－７）。 

また、進路指導では、福祉等の行政で用いられる用語が多用されている。このため、こ

れらの福祉制度や法令に関する用語等についてまとめて、例えば「進路指導のための福祉・

就労用語集（図４－２－８）」として職員に配付することも有効である。 

 

 

 

（東京都立あきる野学園） 

図４－２－７ 巡回指導時のチェックポイント 

巡回指導時のチェックポイント
 

仕事内容の確認 
・ 実習担当者から、これまでどのような仕事をしたか、聞き取る。 

・ がんばっているかどうか聞く。「任せられる」などよい面が聞けると良いが･･･。 

 

仕事のできばえなど（「実習担当者」と「一緒に働いている方」、両者から聞き取って下さい） 
・ 仕事の理解、指示理解は大丈夫か？ 

・ 仕事の正確さ、ミスはないか。 

・ ミスがあるときなど注意されて、素直に対応しているか。改善しているか。 

・ 仕事のスピードは、どうか。 

・ 仕事の継続性はどうか。（遅くても一定ならよい。速くてもムラガあると困る） 

＊ 観察して、チェックもする。 

実習先の方が気づいていないが、ミスをしている場合もある。 

指示したつもりでいるが、伝わっていないこともある。 

職場の方の仕事量と比較して、半分くらいのスピードであるなど、わかる。 

 

対人関係・職場の雰囲気 
・ 一緒に働いている方は、固定しているか。変動するのか。本人への指導者は決まって

いるか、どうか聞き取る。 

・ あいさつ、返事、報告、相談、意思疎通は大丈夫か。 

・ 昼休み、休憩時間は問題なくすごしているか。時間を守って戻ってくるか。 

＊ 観察でも、指示を受けた後に返事をするか、仕事が終った時報告するか、困ったとど
う対応するか、チェックできる。出来るのにしてなければ、その場で指導！ 

 

実習日誌の確認 
・ 可能であれば、実習日誌を見させてもらう。注意されていること、ほめられているこ

との確認。保護者が記入しているか確認。 

 

必要な支援をアドバイスする 
・ 上記の聞き取りから、困っていることに対応して、こうすれば、本人も職場もよくな

る支援の協力を求める。（支援は改善が見込まれる提案で、ちょっとした工夫ですぐ
できることが望ましい） 

・ すぐに、提案できない場合、学校に持ち帰り次回の巡回のときにアドバイスできるよ
うにする。課題を謙虚に受けてくる。 →学校ですぐ相談して下さい。 

・ 巡回の短時間で、本人へ指導し、改善が見込まれるならば、その場で指導する。 

・ 本人への、励ましをわすれずに。（学校にくらべ賞賛場面が少ないので） 

 

保護者へ報告 
・ 一緒に訪問できなかった場合、仕事の様子を電話で報告する。 

・ 家庭での様子を聞き取る。 

・ 家庭での指導は、よほどのことがない限り求めない。 

・ 家庭では、団欒（仕事の話を聞く）、疲れやストレスを取る（入浴、睡眠、規則正し
いリズム）、明日も安心して元気に出勤する支援が第一である。 

 

巡回後、できるだけ早めに記録用紙に、記入して下さい。 
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 （千葉県立千葉特別支援学校） 

図４－２－８ 進路指導のための福祉・就労用語集の一例 

        

 

引用・参考文献 

 

国立特別支援教育総合研究所（2009）障害のある子どもへの進路指導・職業教育の充

実に関する研究アンケート調査報告書． 

国立特別支援教育総合研究所（2011a）専門研究Ａ特別支援学校高等部（専攻科）にお 

ける進路指導・職業教育支援プログラムの開発アンケート調査報告書（速報版）． 

国立特別支援教育総合研究所（2011b）第２回特別支援学校進路指導・職業教育担当者

研究協議会参加者レポート（未公刊）． 

森脇勤（2011）「学校のカタチ－デュアルシステムとキャリア教育－」．ジアース教育新社． 

日本進路指導協会（1993）中学校・高等学校進路指導資料集第 2 分冊「個性を生かす進路

指導をめざして－生徒ひとりひとりの夢と希望を育むために－」．  

 

（原田 公人・柳澤 亜希子・工藤 傑史） 

 

平成20年度 進路指導のための

福祉・就労用語集

一般就労

福祉的就労 　一般就労（企業的就労）が困難な障害者のために福祉的な観点に配慮された環境での就労で、労働者

としての権利や最低賃金は保障されず、あくまでも施設の利用者という立場にとどまります。

　通常の雇用形態のことで、労働基準法および最低賃金法に基づく雇用関係による企業への就労をいい

ます。「福祉的就労」に対する用語として使用されます。

就労に関する制度・法令
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第３節 関係諸機関との連携 

 

共生社会の実現に向け、各方面において障害のある人の自立と社会参加のための支援の充実を

図ろうとする動きが見られる。平成 21 年３月に告示された特別支援学校高等部学習指導要領総

則には、自立と社会参加を推進するための職業教育の充実に向けて、地域や産業界等との連携を

図りキャリア教育や就業体験の一層の推進を促すことが示され、家庭や関係諸機関との連携・協

働のもと取組を進めることが求められている。 

障害者雇用促進法の改正や障害者自立支援法を受けて、「福祉施設、特別支援学校における一

般雇用に関する理解の促進等、障害者福祉施策及び特別支援教育施策との連携の一層の強化につ

いて」の通達がなされた。この通達では、特別支援学校を含めた関係機関同士の連携が打ち出さ

れており、学校をはじめ関係諸機関の連携・協働がより重視されている。 

国立特別支援教育総合研究所（2011）による調査では、特別支援学校が連携している機関は、

ハローワーク、企業等事業所、施設、作業所、障害者就業・生活支援センター、続いて特別支援

学校であった。その他、視覚障害や聴覚障害のある生徒を対象とした特別支援学校では、大学等

の進学先との連携が見られた。全般的に就労の場の決定に関係する機関が多いが、就労移行や就

労継続において「働く場」、「生活する場」それぞれに課題を有するケースが見られることから、

今後、障害者就業・生活支援センター等の相談・支援機関の役割がより重要である。 

関係諸機関との連携内容については、障害者雇用・福祉制度に関する研修会、就労・生活に関

する情報交換及びケース会議、保護者、生徒向け講演会、学校、企業、特例子会社、施設等の見

学等、多様であった。連携内容の中には、授業研究会や職業教育に関する指導助言等、教育活動

の見直しや改善を目的とするものも見られた。 

連携の回数は年 1回から月 1回まで多様であり、対象も進路指導担当者だけでなく、全教員や

保護者等幅広い対象で実施しているものがあった。支援会議等の連携については、高等部生徒を

対象としたものが多いが、小学部から３年ごとに特定の学年の児童生徒を対象とした支援会議を

行っているという学校も見られた。 

関係諸機関との会議を実施している特別支援学校は 79％であり、定例会議や研修会等の実施

は 60％であった。その内容の多くは、事例検討やケース会議であり、対象生徒個々の支援の充

実や問題の改善を図るとともに各機関の役割分担について検討していることが明らかになった。

あわせて、在籍生徒を対象とした卒業後の就労に向けての会議も実施されており、問題が起こっ

た後の対応だけでなく在学中から卒業後の職場定着に向けた取組がなされている。その他、生徒

個々の支援を目的とするものや地域におけるネットワーク構築を目指し実施されているケース

も挙げられており、学校が単独でケースを抱えるのではなく地域全体で支援する方向にあること

が明らかになった。 

以下、進路指導・職業教育に関わる関係諸機関との連携において重要と考えられる事項につい

て述べる。 
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１．関係諸機関から生徒や教員が学ぶ機会の設定 

関係諸機関から生徒や教員が学ぶ機会を設定することは、生徒本人が進路への意識を高め、学

校が組織的に進路指導に取り組むうえで重要なことである。生徒や教員が関係諸機関から学ぶ機

会としては、研修会として外部の専門家を学校に招くものと、産業現場等における実習のように

生徒や教師が各企業等に赴き実際的な体験がある。 

特別支援学校においては、従来からこれらの取組を積極的に進めてきた。近年、産業現場等に

おける実習を教育課程に明確に位置づけて、企業で学ぶことと学校での授業を関連づけたデュア

ルシステムに取り組む特別支援学校が見られるようになってきている。 

このデュアルシステムとは、①企業と学校とのパートナーシップのもとで、職業人として人材

育成を行い、②在学中からの長期の企業実習を通して企業が必要とする実践的な知識や技能を身

につけ、卒業後、即戦力となることを目指し、③企業と生徒の合意があれば卒業後も続けてその

企業に就職していくことを可能としていくシステムを言う。 

 

 

（京都市立白河総合支援学校） 

図４－３－１ デュアルシステムを取り入れた教育課程 

 

デュアルシステムを取り入れた教育課程では、単に長期間の実習を行うだけではなく、「どう

ありたいか」、「どうなりたいか」といった生徒本人の願いとそれぞれの発達を重視する（図４－

３－１）。 
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実させていく必要がある。 
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第４節 卒業後の支援 

 

特別支援学校を卒業して新たな進路先や地域で生活することは、障害のある生徒と

その保護者（家族）にとっては、これまでの生活様式や人間関係が変化するため期待

とともに不安を抱えることとなる。また、障害のある生徒を受け入れた進路先（就労

先や進学先等）においても、彼らに関わる人的、物的な環境面の配慮について検討し

ておくことが求められる。 

したがって、卒業後の支援は、障害のある生徒自身を支援することを第一義としつ

つも、彼らを取り巻く関係者をも支えていくという意味において、重要な役割を担っ

ている。このことは、障害のある生徒の継続的な在学及び就労に関連する重要な要因

として、「卒業後も継続的に本人及び職場に対してフォローを行う」、「進学先や企業等

との実質的な連携」、「障害特性に応じた学習、業務（作業）の環境整備がなされてい

る」、「保護者が協力的である」（国立特別支援教育総合研究所,2009）ことが挙げられ

ていることからもうかがえる。 

 特別支援学校における卒業後の支援の実施は、特別支援学校（視覚障害）と特別支

援学校（聴覚障害）において極めて高く、その他の障害種においても約 80％以上が実

施しており（第３章参照）、支援の期間は「およそ 3 年」を目途に行っている（国立特

別支援教育総合研究所,2011）。また、そのための分掌を設置している特別支援学校は、

特別支援学校（視覚障害）は約半数、その他の障害種では約 60％以上が設置している

（第３章参照）。さらに、半数の特別支援学校が、職場訪問や電話による卒業生の就労

先や進路先等への定着状況を調査していることが示されている（国立特別支援教育総

合研究所，2011）。しかし、生徒の居住地が広範に渡り、予算的及び人的側面から卒業

後の支援を行うことに困難が生じている。このことから、卒業後の支援の担当者は支

援の目途にしている期間に、何を行うのか明確な計画をもって進めていくことが重要

になる。 

卒業後の支援における課題としては、各障害種ともに「職場開拓」、「職場定着への

支援」、「生活面への支援」、「離職（転職）者や進路変更希望者への支援」、「教員の異

動に伴う卒業生についての情報の引き継ぎや支援の継続の難しさ」、連絡が途絶えるあ

るいは支援期間が経過した「卒業生についての情報収集」が挙げられている（第３章

参照）。すなわち、卒業後の支援には、職場定着や離職、進路変更への対応といった就

労や就学に関わる支援とそれを支える生活面への支援が不可欠となっており、この両

側面から支援を展開していくことが求められる。 

卒業後の支援においては、特別支援学校における校内体制の現状を踏まえると、い

かに障害のある生徒の居住地である地域の関係諸機関と彼らの生活の基盤となる家庭

と連携を図っていくかが重要となる。 

 以下では、卒業後の支援において重視すべき事項について述べる。 

 

１．計画的な卒業後の支援体制 

 卒業後の支援の期間は、３年を目途としている特別支援学校が主であるが、学校に

よっては「依頼があればいつでも」というように特に期限を定めていない学校もある
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（国立特別支援教育総合研究所,2011）。卒業生またはその保護者からの依頼内容によ

っては厳密に期間内で対応することが難しい問題がある。そのため、卒業生の支援に

関わる担当者（担任を含む）で対応あるいは関係諸機関の仲介役となることが求めら

れる場合もある。 

 特別支援学校の半数以上が卒業後の支援のための分掌を設置している（国立特別支

援教育総合研究所，2011）ものの、全ての卒業生に対して支援を行うことは難しい状

況にある。そのため、卒業後の支援においては、支援時期の目安と各期間の具体的な

支援時期、各時期の支援の内容について計画を立てて行うことが必要となる（表４－

４－１）。 

 

表４－４－１ 卒業後の支援の計画 

 

１　定着支援の目的

　（１）卒業生がそれぞれの進路先で適応できているか等を把握する。

　（２）問題が発生した場合は、本人・保護者、事業所、関係機関等と相談、連携して対応する。

　（３）定着支援ファイルを作成し、本人の様子を継続的に記入していき、支援の経過、引き継ぎをスムーズにする。

　（４）卒業後３年間の「特別支援学校卒業生適応状況調査」の資料とする。

２　具体的支援時期

 電話連絡（家庭）

24月後  電話連絡（家庭、進路先）  ※年金申請確認

１月後

17月後

重点支援

期間

４月下旬～５月上旬

フォローアップ
夏季休業中

冬季休業中

時　　　　　　期

夏季休業中
継続支援

期間

９月後

支　　援　　内　　容

夏季休業中

 電話連絡（家庭）

４月後

３月 12月後

 会社訪問、施設訪問、同窓会

 電話連絡（家庭、進路先）

1年目

3年目
29月後

新成人を祝う会2年目

３月

 電話連絡（家庭、進路先）

 電話連絡（家庭、進路先）

 電話連絡、会社訪問、施設訪問

36月後

22月後

３月

 聞き取り

 

（千葉県立千葉特別支援学校） 

 

２．職場での適応や生活面についての状況把握 

障害のある生徒の継続的な在学及び就労に関連する重要な要因として「障害特性に

応じた学習、業務（作業）の環境整備がなされている」（国立特別支援教育総合研究

所,2009）ことが挙げられている。このことから、卒業生の就学先や職場への適応を考

える際に、特別支援学校の担当者は就学先や職場における本人の様子、人間関係等の

職場の雰囲気、就学先や職場での生活等について情報収集を行うことが大切となる。

このような情報を蓄積し、障害のある子どもの就学先や職場の適応に関わる諸問題や

解決方法を検討することが求められる（表４－４－２）。 
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第５節 保護者（家族）への支援 

 

 障害のある生徒を最も身近で支える存在は、保護者を中心とする家族である。そし

て、特別支援学校を卒業した後、障害のある生徒の支援者として保護者（家族）の役

割はとても重要となる。 

進路指導・職業教育の全体計画に保護者（家族）への支援の内容を含んでいる特別

支援学校は、56％であった（国立特別支援教育総合研究所,2011a）。このように半数以

上の特別支援学校が、進路指導・職業教育の実施において保護者（家族）への支援の

必要性を感じていると推察されるが、その一方で、未だ半数の特別支援学校は保護者

(家族)への支援を範疇に入れて対応することができていない状況にある。この理由に

は、校内で進路指導・職業教育に関わる保護者（家族）への支援について明確な方向

性が定まっていないこと、校内での保護者への支援体制が十分に確立されていない（国

立特別支援教育総合研究所,2011b）こと等が考えられる。また、卒業後の保護者（家

族）への支援の窓口を設けている特別支援学校は半数であるが、窓口を設けていても

主に支援に携わっているのは卒業時の担任と進路指導担当者であり（国立特別支援教

育総合研究所,2011a）、個人に任されているのが実際である。 

 障害のある生徒の進路選択や進路決定に至るまでの過程とその後の支援には、進路

指導・職業教育の担当者、関係諸機関と保護者（家族）の協力・連携は欠かせない。

現在、特別支援学校では、保護者（家族）を対象とした施設や職場、事業所等の見学、

進路説明会の実施、進路懇談会の開催、進路講話、進路講習会の開催、研修会等（国

立特別支援教育総合研究所,2011a）を企画、実施し、保護者（家族）の障害のある生

徒の進路に対する意識の向上に努めている。しかし、保護者自身に知的障害や発達障

害、精神疾患がある、保護者が未就労で経済的な問題を抱えている、障害のある子ど

もの実態や障害についての理解が不十分である（国立特別支援教育総合研究所,2011a）

といった対応が困難な事例が少なくなく、必ずしも担当者と保護者（家族）が協力・

連携して進路指導・職業教育を進めていくことは容易ではない。 

障害のある生徒とその家族にとって高等部から社会への移行の時期は、特にストレ

スが高まり困難に直面する（Thorin, Yavanoff, & Irvin,1992）。このことを踏まえると、

進路指導・職業教育の担当者は、保護者（家族）の学校での取組に対する理解や協力

を得ることを重視するだけでなく、保護者（家族）が抱えているストレスや困難につ

いて知り、それを最小限にしていく（Neece, Kraemer, & Blacher,2009）保護者（家

族）への支援の視点をもって進路指導・職業教育を行うことが大切である。 

 以降では、進路指導・職業教育に関わる保護者（家族）への支援として重要と考え

られる事項について言及する。 

 

１．保護者（家族）のおかれている状況や思いの把握 

 障害のある生徒の実態が個々で異なっているのと同様に、彼らの家族の実態も多様

である。障害のある生徒の進路指導・職業教育では、個々の生徒の障害特性に応じた

配慮が重視されるが、保護者（家族）に対して、このような視点をもつことは怠りが

ちである。保護者（家族）が、進路指導･職業教育に関わる取組に積極的に参加しない

場合、担当者は保護者（家族）のわが子に対する理解や受容がなされていないと捉え
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てしまうことが少なからずある。担当者は、保護者（家族）のわが子の障害の理解や

受容はそれぞれの保護者（家族）によって異なるという事情を踏まえて支援に臨むこ

とが求められる。具体的には、家族が、現在どういった課題や危機に直面しているの

かといった家族の発達段階や家族の機能について把握することが必要である。家族の

おかれている状況は恒常的ではなく、高等部１年生と高等部３年生ではその様相が異

なることを念頭においておかねばならない。また、特定の家族メンバーが抱える否定

的な出来事や心配事といった問題は家族全体に影響を及ぼすため（Neece, Kraemer, & 

Blacher,2009）、保護者（家族）の協力が得られにくい場合には、その保護者（家族）

が非協力的であると捉える前に、家庭内の問題によってそうせざるを得ない状況にあ

るのではないかといった背景について考える必要がある。 

家族のおかれている状況や思いを把握することは、家族（保護者）を支援するにあ

たっての出発点となる。しかしながら、多忙かつ担当者が限られている学校現場では、

個々の保護者（家族）と話し合う時間を確保し、彼らの進路についての希望や不安等

についての相談に応じることがますます困難になってきている。特別支援学校では、

従来から進路指導の一環として個別懇談や家庭訪問、電話相談等が実施されている。

このような担当者と保護者（家族）との直接的な関わりは、保護者（家族）を支えて

いくうえでの重要な取組である。特に、家庭訪問は、障害のある生徒や家族の生活状

況や地域情報を具体的に収集することが可能であり、障害のある生徒が生活する地域

の福祉事情についても周知することにつながる（国立特別支援教育総合研究所，2009）。 

 

２．学校と保護者（家族）との連携をめざした取組 

 （１）見通しをもった進路指導 

 進路指導の全体計画を作成している特別支援学校は、82％であった（国立特別支援

教育総合研究所，2011a）。高等部１年から３年までの指導の流れ、進路先別の指導の

計画を示すことは、保護者（家族）が進路決定までにどのような過程を経るのか見通

しをもつうえで欠かせない（図４－５－１）。なお、保護者の中には進路は高等部にな

ってからという意識の人がいる（国立特別支援教育総合研究所，2011b）。小学部や中

学部を併設している特別支援学校は、進路指導・職業教育の大枠を全体に示すことで

より早い時期から保護者（家族）の意識づけを図っていくことが可能と考えられる（図

４－５－２）。 

障害のあるわが子がどのような過程を経て進路決定に至るのかを知ることと同時に、

各時期で保護者（家族）自身がどのような役割を担う必要があるのか知ることも大切

である。進路指導に対して保護者（家族）が受身的になることを防ぎ、彼らに求めら

れる役割を自覚してもらうために、全体計画に保護者（家族）を対象とした取組や活

動についても併せて明示しておくことが有効であると考えられる。また、このことは、

進路指導・職業教育担当者と保護者（家族）が連携して進路指導・職業教育を進めて

いくうえでも重要である。 
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返ることができるチェック表（表４－５－３）を用いて継続的な取組を行うことが求

められる。なお、４－５－２のチェック表は、高等部に在籍する生徒が、休日中にこ

れまで授業で習得してきたことを継続していくために使用されているものであるが、

上述した目的で発展的に活用していくことも可能であると考えられる。 

 

表４－５－３ 家庭での生徒の生活面のチェック表 

（　　　　） （　　　　） （　　　　）

1 朝
あさ

起
お

きた時間
じかん

は何時
なんじ

ですか？ ： ： ：

2 顔
かお

はあらいましたか？

3 寝癖
ねぐせ

はありませんか？

4 朝
あさ

ごはんは何
なに

を食
た

べましたか？

5 歯磨
はみが

きはしましたか？

6 えりは直
なお

っていますか

7 シャツは出
で

ていませんか？

8 つめは切
き

ってありますか？

9 ひげはそってありますか？

10 何
なに

をして過
す

ごしましたか？

11 手伝
てつだ

いは何
なに

をしましたか？

12 夜
よる

寝
ね

た時間
じかん

は何時
なんじ

ですか？ ： ： ：

チェック

とても楽
たの

しみにしていたゴールデンウィークが始
はじ

まります。

これまで授業
じゅぎょう

で行
おこな

ってきたことを忘
わす

れずに、休
やす

みを過
す

ごしてください。

質問
しつもん

は１２個
こ

です！！毎日
まいにち

チェック表
ひょう

に書
か

いて、次
つぎ

に学校
がっこう

に来
く

る日
ひ

に持
も

ってきてください。

生活
せいかつ

チェック表
ひょう

 

（千葉県立千葉特別支援学校） 

 

 （３）障害のある生徒の能力や課題についての共通理解 

 進路指導・職業教育担当者と保護者（家族）が連携を行う中で直面する課題は、双

方が障害のある生徒の能力や課題について共通理解をすることの困難さである。進路

先を選択する際、保護者（家族）がわが子の能力について過小あるいは過大評価し、

担当者の評価と合致せず話し合いが円滑に進まないことがある。 

進路指導・職業教育担当者と保護者（家族）が障害のある生徒について共通理解を

するうえで大切なことは、彼らのできること、すなわち強みに注目しながら課題点を

改善していくために必要な支援や今後の方針を共に検討することが重要である。また、
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３．進路についての保護者（家族）の学びと進路に対する意識の向上 

 進路指導・職業教育を進めていくうえでは、保護者（家族）自身の進路についての

学びは欠かせない。特別支援学校では、保護者（家族）を対象とした施設や職場、事

業所等の見学、進路説明会の実施、進路懇談会の開催、進路講話、進路講習会の開催、

研修会等（国立特別支援教育総合研究所,2011a）を実施し、保護者（家族）の障害の

ある生徒の進路に対する意識向上に努めている。進路講話や講習会では、卒業生の保

護者を招聘して進路実現に向けた取組について、企業等事業所等の関係諸機関の職員

を招聘して障害者雇用の現状や進路先で求められる事項について学ぶ機会が設けられ

ている。さらに、進路だよりや進路の手引きといった文書を通じての情報発信も積極

的に行われている。進路だよりでは、進路アンケートの結果報告や保護者からの質問

への回答、就業体験の報告、卒業生の進路先や地域の施設・作業所一覧等が掲載され

ており、各校独自に様々な工夫がなされている。中でも、障害のある生徒と保護者（家

族）の居住地にある進路先についての情報（表４－５－５）は、卒業後の地域での生

活を見通すうえで有効であると考えられる。 

  

表４－５－５ 居住地の進路先と活動内容一覧 

 

【稲毛区】

名　　称 郵便番号 所　　在　　地 電話 事業体系 定員 実習

あけぼの園 263-0001 千葉市稲毛区長沼原町321-2 250-5992 生活介護 60 実習

就労移行支援 10

生活介護 60

ふらる 263-0015 千葉市稲毛区作草部2-4-6 050-3734-0480 地域活動支援ｾﾝﾀｰⅢ 35 体験（日中）

はつらつ道場 263-0005 千葉市稲毛区長沼町132-20 286-5320 就労継続支援A型 10 相談

2011.11現在

千葉市内　障害福祉サービス事業所一覧

050-3776-2116千葉市稲毛区作草部2-4-5 体験（日中）263-0015でい・さくさべ

 

 

【稲毛区】

名　　称 事業体系 活動内容

あけぼの園 生活介護 　農園芸、下請け、織り、木工

就労移行支援 　厨房業務補助、清掃、ビジネスマナーなど座学

生活介護 　陶芸、織物、パン製造、園芸、受注作業、空き缶リサイクルなど

ふらる 地域活動支援ｾﾝﾀｰⅢ 　創作活動を中心とした活動

はつらつ道場 就労継続支援A型 　弁当製造、配送

でい・さくさべ

障害福祉サービス事業所　活動内容一覧

 

（千葉県立千葉特別支援学校） 

 

なお、進路に関する情報は説明会や見学会といった意図的な場だけでなく、日常的

に触れることができることも大切である。保護者（家族）が来校した時に立ち寄る、

または目につきやすい場所に進路先や実習先に関する情報を掲示することは、保護者

同士の情報交換のきっかけづくりにもなる（図４－５－６）。 
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４．卒業後を見据えた地域の関係諸機関とのつながり 

 半数の特別支援学校において、卒業生の保護者（家族）のための支援の窓口が設置

されている。しかしながら、担当者の人員の制約や人事異動等により卒業生について

知る教員がいなくなると、保護者（家族）の相談に応じることが困難となる。また、

卒業生の居住地域が広範囲であること、生徒数の増加によって校内の担当者だけでは

相談に応じることが難しくなっている（国立特別支援教育総合研究所,2011a）。 

このような現状を踏まえると、卒業後に障害のある生徒や保護者（家族）が地域で

孤立してしまうことを防ぐために、在学中から彼らが地域の関係諸機関とつながりを

もつことができるように支援することが重要である。また、同じ立場にある保護者同

士の気軽な相談や交流の場を設けることも、保護者（家族）を支えていくうえで意義

があると考えられる。 

 

５．校内での卒業後の生徒及び家族の情報の引き継ぎ 

 障害のある生徒が卒業してからの数年間は、進路先への定着支援や追指導を通して

彼らの情報を得ることが可能である。しかしながら、支援期間が過ぎてしまうと卒業

生の情報を継続的に収集することは難しくなり、卒業生本人や保護者（家族）から相

談が寄せられた際に適切な助言や対策を講じにくくなる。 

また、卒業生を担当した教員が人事異動や退職等によっていなくなると、ますます

対応が困難になる。したがって、校内では、卒業した生徒やその保護者（家族）から

の問い合わせに応じられるよう、彼らについての情報を文書化あるいはデータ化して

引き継いでいく体制づくりを強化することが求められる（図４－５－１０）。 

なお、文書化あるいはデータ化した情報に含めるべき最低限の内容としては、卒業

年度、卒業生の進路先、離職や進路変更を想定しての障害のある生徒本人と保護者（家

族）が希望していた進路先、過去、窓口に相談をしたことがある場合には相談内容と

担当者名等が挙げられる。あわせて、これまでの相談において効果的であった対応方

法の具体例についての記述があると、新たな担当者が対応する際の貴重な手がかりと

なる。 
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